
 

 

第２０回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 予 算 条 例 その他 計 

件 数 １ ５ １１ １７ 

 

  議案の名称 

＜予算＞ 

議案第１２５号  平成２８年度尼崎市一般会計補正予算（第４号） 

＜条例＞ 

議案第１２６号  尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当に関

する条例の一部を改正する条例について 

議案第１２７号  尼崎市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

議案第１２８号  尼崎市立健康の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条例に

ついて 

議案第１２９号  尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例について 

議案第１３０号  尼崎市役所支所設置条例の一部を改正する条例について 

＜その他＞ 

議案第１３１号  工事請負契約について（本庁舎（南館・議会棟）耐震補強等工事） 

議案第１３２号  指定管理者の指定について（尼崎市立社会体育施設） 

議案第１３３号  建物の譲与について 

議案第１３４号  指定管理者の指定について（尼崎市立すこやかプラザ） 

議案第１３５号  指定管理者の指定について（尼崎市立美方高原自然の家） 

議案第１３６号  指定管理者の指定について（尼崎市立地区会館の一部） 

議案第１３７号  指定管理者の指定について（尼崎市立大庄地区会館） 

議案第１３８号  訴えの提起について（不当利得返還請求事件） 

議案第１３９号  市道路線の認定、変更及び廃止について 
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議案第１４０号  指定管理者の指定について（記念公園） 

議案第１４１号  指定管理者の指定について（橘公園、小田南公園、西向島公園及

び猪名川公園並びに尼崎市立魚つり公園（軟式野球場及び多目的

運動広場に限る。）） 

 

２ その他の報告 

  議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    １件   １１９，８８０円 

その他の事故  １件   ９３７，５７８円 

 

３ 追加提出予定案件 

＜人事＞ 

・ 尼崎市固定資産評価審査委員会の委員の選任 
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第２０回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１２５号 所 管 各事業所管課 

件 名 平成２８年度尼崎市一般会計補正予算（第４号） 

内       容 

種 別 予算 番 号 議案第１２５号 所 管 各事業所管課 

件 名 平成２８年度尼崎市一般会計補正予算（第４号） 

内       容 

１ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

211,603,384 60,588 211,663,972 

  

２ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

地方交付税 9,027 民生費 57,873 

国庫支出金 20,961 労働費 2,715 

市債 30,600   

合  計 60,588 合  計 60,588 

 

３ 繰越明許費 

  追加                          （単位：千円） 

款 項 事 業 名 金 額 

土木費 河川水路費 抽水場整備事業 95,000 

 

４ 債務負担行為 

  追加                          （単位：千円） 

事  項 期  間 限度額 

障害者福祉総合システム運用

事業 
平成29年度 19,000 

児童ホーム整備事業 平成29年度 4,500 

給食調理業務委託事業 平成29年度 80,000 

小学校各種施設整備事業 平成29年度 36,000 
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５ 補正予算の内容 

  国の交付金を活用して、事業者が介護ロボットを導入する際の経費補助や、市内中

小企業の人材確保・定着を図るため従業員の奨学金の返済負担額の一部軽減補助を行

うほか、社会福祉施設の市有地部分の汚染土壌に係る処分費用の補助等を行う。費目

別事業概要は別紙のとおり。 
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別 紙 

 

 

費目別事業概要 

 

民生費 57,873千円 

  

 地域介護・福祉空間整備等事業費 

介護保険施設・事業者が介護ロボットを導入する場合にその費

用を補助する。 

19,604千円 

  

 保育環境改善事業費 

  社会福祉施設の建替工事に際して、市有地部分で汚染土壌が発

見されたことに伴い、その処分費用を補助する。 

38,269千円 

  

労働費 2,715千円 

  

 中小企業奨学金返済支援制度事業費 

  地方創生推進交付金を活用して、従業員の奨学金の返済負担軽

減制度を設ける中小企業に対し、負担額の一部を補助する。 

2,715千円 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１２６号 所 管 給与課、職員課 

件 名 
尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１７号）により失業等に係

る給付内容等が変更されることに伴い、国家公務員に準じ、雇用保険法からの引用部

分について所要の整備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

  「高年齢継続被保険者」が「高年齢被保険者」へ改正されることに伴う整備 

  「広域求職活動費」が「求職活動支援費」へ改正されることに伴う整備 

  高年齢被保険者について、新たに就業促進手当、移転費、求職活動支援費の支給

対象とされることに伴う整備 

 

３ 施行期日 

  平成２９年１月１日 
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尼崎市職員退職手当支給条例（第１条関係） 

改正後 現 行 

（失業者の退職手当） 

第８条 １～４ 略 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員（第７項

の規定に該当する者を除く。）であって、その

者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保

険者とみなしたならば同法第３７条の２第１

項に規定する高年齢被保険者に該当するもの

のうち、第１号に掲げる額が第２号に掲げる

額に満たないものが退職の日後失業している

場合には、一般の退職手当等のほか、第２号

に掲げる額から第１号に掲げる額を減じた額

に相当する金額を、退職手当として、同法の

規定による高年齢求職者給付金の支給の条件

に従い支給する。 

 

 

  略 

  その者を雇用保険法第３７条の３第２項

に規定する高年齢受給資格者と、その者の

基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続

期間をいう。以下この条において同じ。）を

同法第１７条第１項に規定する被保険者期

間と、当該退職の日を同法第２０条第１項

第１号に規定する離職の日と、その者の基

準勤続期間の年月数を同法第３７条の４第

３項の規定による期間の年月数とみなして

同法の規定を適用した場合に、その者が支

給を受けることができる高年齢求職者給付

金の額に相当する額 

６ 勤続期間６月以上で退職した職員（第８項

の規定に該当する者を除く。）であって、その

者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保

険者とみなしたならば同法第３７条の２第１

項に規定する高年齢被保険者に該当するもの

が退職の日後失業している場合において、退

職した者が一般の退職手当等の支給を受けな

いときは、前項第２号の規定の例によりその

（失業者の退職手当） 

第８条 １～４ 略 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員（第７項

の規定に該当する者を除く。）であって、その

者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保

険者と、その者が退職の際従事していた本市

の事務を同法第５条第１項に規定する適用事

業とみなしたならば同法第３７条の２第１項

に規定する高年齢継続被保険者に該当するも

ののうち、第１号に掲げる額が第２号に掲げ

る額に満たないものが退職の日後失業してい

る場合には、一般の退職手当等のほか、第２

号に掲げる額から第１号に掲げる額を減じた

額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による高年齢求職者給付金の支給の条

件に従い支給する。 

  略 

  その者を雇用保険法第３７条の３第２項

に規定する高年齢受給資格者と、その者の

基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続

期間をいう。以下この条において同じ。）を

同法第１７条第１項に規定する被保険者期

間と、当該退職の日を同法第２０条第１項

第１号に規定する離職の日と、その者の基

準勤続期間の年月数を同法第３７条の４第

３項前段の規定による期間の年月数とみな

して同法の規定を適用した場合に、その者

が支給を受けることができる高年齢求職者

給付金の額に相当する額 

６ 勤続期間６月以上で退職した職員（第８項

の規定に該当する者を除く。）であって、その

者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保

険者と、その者が退職の際従事していた本市

の事務を同法第５条第１項に規定する適用事

業とみなしたならば同法第３７条の２第１項

に規定する高年齢継続被保険者に該当するも

のが退職の日後失業している場合において、
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者につき同法の規定を適用した場合にその者

が支給を受けることができる高年齢求職者給

付金の額に相当する金額を、退職手当として、

同法の規定による高年齢求職者給付金の支給

の条件に従い支給する。 

 

 

７～１０ 略 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項まで

に規定するもののほか、第１項又は第３項の

規定による退職手当の支給を受けることがで

きる者で次の各号のいずれかに該当するもの

に対しては、当該各号に定める金額を、退職

手当として、雇用保険法の規定による技能習

得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、

移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従

い支給する。 

  市長が雇用保険法の規定の例により指示

した同法第１５条第３項ただし書に規定す

る公共職業訓練等（次号及び第５号におい

て「公共職業訓練等」という。）を受けてい

る者 同法の規定による技能習得手当の額

に相当する金額 

  公共職業訓練等を受けるため、その者に

より生計を維持されている同居の親族（届

出をしていないが、事実上その者と婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。）と別居し

て寄宿する者 雇用保険法の規定による寄

宿手当の額に相当する金額 

 

  退職後公共職業安定所に出頭し、求職の

申込みをした後において、疾病又は負傷の

ために職業に就くことができない者 雇用

保険法の規定による傷病手当の額に相当す

る金額 

  職業に就いた者 雇用保険法の規定によ

る就業促進手当の額に相当する金額 

 

  公共職業安定所の紹介した職業に就くた

退職した者が一般の退職手当等の支給を受け

ないときは、前項第２号の規定の例によりそ

の者につき同法の規定を適用した場合にその

者が支給を受けることができる高年齢求職者

給付金の額に相当する金額を、退職手当とし

て、同法の規定による高年齢求職者給付金の

支給の条件に従い支給する。 

７～１０ 略 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項まで

に定めるもののほか、第１項又は第３項の規

定による退職手当の支給を受けることができ

る者で次の各号の規定に該当するものに対し

ては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能

習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手

当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件

に従い支給する。 

  市長が雇用保険法の規定の例により指示

した同法第３６条第１項に規定する公共職

業訓練等を受けている者 同条第４項に規

定する技能習得手当の額に相当する金額 

 

 

  前号に規定する公共職業訓練等を受ける

ため、その者により生計を維持されている

同居の親族（届出をしていないが、事実上

その者と婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）と別居して寄宿する者 雇用保険法

第３６条第４項に規定する寄宿手当の額に

相当する金額 

  退職後公共職業安定所に出頭し求職の申

込みをした後において、疾病又は負傷のた

めに職業に就くことができない者 雇用保

険法第３７条第３項に規定する傷病手当の

日額に相当する金額 

  職業に就いた者 雇用保険法第５６条の

３第３項に規定する就業促進手当の額に相

当する金額 

  公共職業安定所の紹介した職業に就くた
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め、又は市長が雇用保険法の規定の例によ

り指示した公共職業訓練等を受けるため、

その住所又は居所を変更する者 同法の規

定による移転費の額に相当する金額 

 

  求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１

項各号のいずれかに該当する行為をする者 

   同法の規定による求職活動支援費の額に

相当する金額 

１２ 前項第３号に定める額の退職手当は、所

定給付日数から待期日数及び第１項又は第３

項の規定による退職手当の支給を受けた日数

を控除した日数を超えては支給しない。 

１３ 第１１項第３号に定める額の退職手当の

支給があったときは、第１項、第３項又は第

１１項の規定の適用については、当該支給が

あった金額に相当する日数分の第１項又は第

３項の規定による退職手当の支給があったも

のとみなす。 

１４ 第１１項第４号に定める額の退職手当の

支給があったときは、第１項、第３項又は第

１１項の規定の適用については、雇用保険法

第５６条の３第１項第１号イに該当する者に

係る就業促進手当に相当する退職手当にあっ

ては当該退職手当の支給を受けた日数に相当

する日数分、同号ロに該当する者に係る就業

促進手当に相当する退職手当にあっては当該

就業促進手当について同条第５項の規定によ

り基本手当を支給したものとみなされる日数

に相当する日数分の第１項又は第３項の規定

による退職手当の支給があったものとみな

す。 

１５ 第１１項の規定は、第５項又は第６項の

規定による退職手当の支給を受けることがで

きる者（第５項又は第６項の規定による退職

手当の支給を受けた者であって、当該退職手

当の支給に係る退職の日の翌日から起算して

１年を経過していないものを含む。）及び第７

項又は第８項の規定による退職手当の支給を

め、又は市長が雇用保険法の規定の例によ

り指示した同法第５８条第１項に規定する

公共職業訓練等を受けるため、その住所又

は居所を変更する者 同条第２項に規定す

る移転費の額に相当する金額 

  公共職業安定所の紹介により広範囲の地

域にわたる求職活動をする者 雇用保険法

第５９条第２項に規定する広域求職活動費

の額に相当する金額 

１２ 前項第３号に掲げる退職手当は、所定給

付日数から待期日数及び第１項又は第３項の

規定による退職手当の支給を受けた日数を控

除した日数を超えては支給しない。 

１３ 第１１項第３号に掲げる退職手当の支給

があったときは、第１項、第３項又は第１１

項の規定の適用については、当該支給があっ

た金額に相当する日数分の第１項又は第３項

の規定による退職手当の支給があったものと

みなす。 

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給

があったときは、第１項、第３項又は第１１

項の規定の適用については、雇用保険法第５

６条の３第１項第１号イに該当する者に係る

就業促進手当に相当する退職手当にあっては

当該退職手当の支給を受けた日数に相当する

日数分、同号ロに該当する者に係る就業促進

手当に相当する退職手当にあっては当該就業

促進手当について同条第５項の規定により基

本手当を支給したものとみなされる日数に相

当する日数分の第１項又は第３項の規定によ

る退職手当の支給があったものとみなす。 

 

１５ 第１１項の規定は、第７項又は第８項の

規定による退職手当の支給を受けることがで

きる者（これらの規定による退職手当の支給

を受けた者であって、当該退職手当の支給に

係る退職の日の翌日から起算して６か月を経

過していないものを含む。）について準用す

る。この場合において、第１１項各号列記以
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受けることができる者（第７項又は第８項の

規定による退職手当の支給を受けた者であっ

て、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌

日から起算して６か月を経過していないもの

を含む。）について準用する。この場合におい

て、第１１項中「次の各号」とあるのは「第

４号から第６号まで」と、「技能習得手当、寄

宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるの

は「就業促進手当」と読み替えるものとする。 

１６・１７ 略 

外の部分中「次の各号」とあるのは「第４号

から第６号まで」と、「技能習得手当、寄宿手

当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就

業促進手当」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

１６・１７ 略 
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尼崎市教育職員の退職手当に関する条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

（失業者の退職手当） 

第１０条 １～４ 略 

５ 勤続期間６月以上で退職した教育職員（第

７項の規定に該当する者を除く。）であって、

その者を雇用保険法第４条第１項に規定する

被保険者とみなしたならば同法第３７条の２

第１項に規定する高年齢被保険者に該当する

もののうち、第１号に掲げる額が第２号に掲

げる額に満たないものが退職の日後失業して

いる場合には、一般の退職手当等のほか、第

２号に掲げる額から第１号に掲げる額を減じ

た額に相当する金額を、退職手当として、同

法の規定による高年齢求職者給付金の支給の

条件に従い支給する。 

 

 

  略 

  その者を雇用保険法第３７条の３第２項

に規定する高年齢受給資格者と、その者の

基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続

期間をいう。以下この条において同じ。）を

同法第１７条第１項に規定する被保険者期

間と、当該退職の日を同法第２０条第１項

第１号に規定する離職の日と、その者の基

準勤続期間の年月数を同法第３７条の４第

３項の規定による期間の年月数とみなして

同法の規定を適用した場合に、その者が支

給を受けることができる高年齢求職者給付

金の額に相当する額 

６ 勤続期間６月以上で退職した教育職員（第

８項の規定に該当する者を除く。）であって、

その者を雇用保険法第４条第１項に規定する

被保険者とみなしたならば同法第３７条の２

第１項に規定する高年齢被保険者に該当する

ものが退職の日後失業している場合におい

て、退職した者が一般の退職手当等の支給を

受けないときは、前項第２号の規定の例によ

（失業者の退職手当） 

第１０条 １～４ 略 

５ 勤続期間６月以上で退職した教育職員（第

７項の規定に該当する者を除く。）であって、

その者を雇用保険法第４条第１項に規定する

被保険者と、その者が退職の際従事していた

本市の事務を同法第５条第１項に規定する適

用事業とみなしたならば同法第３７条の２第

１項に規定する高年齢継続被保険者に該当す

るもののうち、第１号に掲げる額が第２号に

掲げる額に満たないものが退職の日後失業し

ている場合には、一般の退職手当等のほか、

第２号に掲げる額から第１号に掲げる額を減

じた額に相当する金額を、退職手当として、

同法の規定による高年齢求職者給付金の支給

の条件に従い支給する。 

  略 

  その者を雇用保険法第３７条の３第２項

に規定する高年齢受給資格者と、その者の

基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続

期間をいう。以下この条において同じ。）を

同法第１７条第１項に規定する被保険者期

間と、当該退職の日を同法第２０条第１項

第１号に規定する離職の日と、その者の基

準勤続期間の年月数を同法第３７条の４第

３項前段の規定による期間の年月数とみな

して同法の規定を適用した場合に、その者

が支給を受けることができる高年齢求職者

給付金の額に相当する額 

６ 勤続期間６月以上で退職した教育職員（第

８項の規定に該当する者を除く。）であって、

その者を雇用保険法第４条第１項に規定する

被保険者と、その者が退職の際従事していた

本市の事務を同法第５条第１項に規定する適

用事業とみなしたならば同法第３７条の２第

１項に規定する高年齢継続被保険者に該当す

るものが退職の日後失業している場合におい
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りその者につき同法の規定を適用した場合に

その者が支給を受けることができる高年齢求

職者給付金の額に相当する金額を、退職手当

として、同法の規定による高年齢求職者給付

金の支給の条件に従い支給する。 

 

 

７～１０ 略 

１１  第１項、第３項及び第５項から前項まで

に規定するもののほか、第１項又は第３項の

規定による退職手当の支給を受けることがで

きる者で次の各号のいずれかに該当するもの

に対しては、当該各号に定める金額を、退職

手当として、雇用保険法の規定による技能習

得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、

移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従

い支給する。 

  教育委員会が雇用保険法の規定の例によ

り指示した同法第１５条第３項ただし書に

規定する公共職業訓練等（次号及び第５号

において「公共職業訓練等」という。）を受

けている者 同法の規定による技能習得手

当の額に相当する金額 

  公共職業訓練等を受けるため、その者に

より生計を維持されている同居の親族（届

出をしていないが、事実上その者と婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。）と別居し

て寄宿する者 雇用保険法の規定による寄

宿手当の額に相当する金額 

 

  退職後公共職業安定所に出頭し、求職の

申込みをした後において、疾病又は負傷の

ために職業に就くことができない者 雇用

保険法の規定による傷病手当の額に相当す

る金額 

  職業に就いた者 雇用保険法の規定によ

る就業促進手当の額に相当する金額 

 

  公共職業安定所の紹介した職業に就くた

て、退職した者が一般の退職手当等の支給を

受けないときは、前項第２号の規定の例によ

りその者につき同法の規定を適用した場合に

その者が支給を受けることができる高年齢求

職者給付金の額に相当する金額を、退職手当

として、同法の規定による高年齢求職者給付

金の支給の条件に従い支給する。 

７～１０ 略 

１１  第１項、第３項及び第５項から前項まで

に定めるもののほか、第１項又は第３項の規

定による退職手当の支給を受けることができ

る者で次の各号の規定に該当するものに対し

ては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能

習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手

促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給

の条件に従い支給する。 

  教育委員会が雇用保険法の規定の例によ

り指示した同法第３６条第１項に規定する

公共職業訓練等を受けている者 同条第４

項に規定する技能習得手当の額に相当する

金額 

 

  前号に規定する公共職業訓練等を受ける

ため、その者により生計を維持されている

同居の親族（届出をしていないが、事実上

その者と婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。）と別居して寄宿する者 雇用保険法

第３６条第４項に規定する寄宿手当の額に

相当する金額 

  退職後公共職業安定所に出頭し求職の申

込みをした後において、疾病又は負傷のた

めに職業に就くことができない者 雇用保

険法第３７条第３項に規定する傷病手当の

日額に相当する金額 

  職業に就いた者 雇用保険法第５６条の

３第３項に規定する就業促進手当の額に相

当する金額 

  公共職業安定所の紹介した職業に就くた
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め、又は教育委員会が雇用保険法の規定の

例により指示した公共職業訓練等を受ける

ため、その住所又は居所を変更する者 同

法の規定による移転費の額に相当する金額 

 

  求職活動に伴い雇用保険法第５９条第１

項各号のいずれかに該当する行為をする者 

 同法の規定による求職活動支援費の額に

相当する金額 

１２ 前項第３号に定める額の退職手当は、所

定給付日数から待期日数及び第１項又は第３

項の規定による退職手当の支給を受けた日数

を控除した日数を超えては支給しない。 

１３ 第１１項第３号に定める額の退職手当の

支給があったときは、第１項、第３項又は第

１１項の規定の適用については、当該支給が

あった金額に相当する日数分の第１項又は第

３項の規定による退職手当の支給があったも

のとみなす。 

１４ 第１１項第４号に定める額の退職手当の

支給があったときは、第１項、第３項又は第

１１項の規定の適用については、雇用保険法

第５６条の３第１項第１号イに該当する者に

係る就業促進手当に相当する退職手当にあっ

ては当該退職手当の支給を受けた日数に相当

する日数分、同号ロに該当する者に係る就業

促進手当に相当する退職手当にあっては当該

就業促進手当について同条第５項の規定によ

り基本手当を支給したものとみなされる日数

に相当する日数分の第１項又は第３項の規定

による退職手当の支給があったものとみな

す。 

１５ 第１１項の規定は、第５項又は第６項の

規定による退職手当の支給を受けることがで

きる者（第５項又は第６項の規定による退職

手当の支給を受けた者であって、当該退職手

当の支給に係る退職の日の翌日から起算して

１年を経過していないものを含む。）及び第７

項又は第８項の規定による退職手当の支給を

め、又は教育委員会が雇用保険法の規定の

例により指示した同法第５８条第１項に規

定する公共職業訓練等を受けるため、その

住所又は居所を変更する者 同条第２項に

規定する移転費の額に相当する金額 

  公共職業安定所の紹介により広範囲の地

域にわたる求職活動をする者 雇用保険法

第５９条第２項に規定する広域求職活動費

の額に相当する金額 

１２ 前項第３号に掲げる退職手当は、所定給

付日数から待期日数及び第１項又は第３項の

規定による退職手当の支給を受けた日数を控

除した日数を超えては支給しない。 

１３ 第１１項第３号に掲げる退職手当の支給

があったときは、第１項、第３項又は第１１

項の規定の適用については、当該支給があっ

た金額に相当する日数分の第１項又は第３項

の規定による退職手当の支給があったものと

みなす。 

１４ 第１１項第４号に掲げる退職手当の支給

があったときは、第１項、第３項又は第１１

項の規定の適用については、雇用保険法第５

６条の３第１項第１号イに該当する者に係る

就業促進手当に相当する退職手当にあっては

当該退職手当の支給を受けた日数に相当する

日数分、同号ロに該当する者に係る就業促進

手当に相当する退職手当にあっては当該就業

促進手当について同条第５項の規定により基

本手当を支給したものとみなされる日数に相

当する日数分の第１項又は第３項の規定によ

る退職手当の支給があったものとみなす。 

 

１５ 第１１項の規定は、第７項又は第８項の

規定による退職手当の支給を受けることがで

きる者（これらの規定による退職手当の支給

を受けた者であって、当該退職手当の支給に

係る退職の日の翌日から起算して６か月を経

過していないものを含む。）について準用す

る。この場合において、第１１項各号列記以
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受けることができる者（第７項又は第８項の

規定による退職手当の支給を受けた者であっ

て、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌

日から起算して６か月を経過していないもの

を含む。）について準用する。この場合におい

て、第１１項中「次の各号」とあるのは「第

４号から第６号まで」と、「技能習得手当、寄

宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるの

は「就業促進手当」と読み替えるものとする。 

１６・１７ 略 

外の部分中「次の各号」とあるのは「第４号

から第６号まで」と、「技能習得手当、寄宿手

当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就

業促進手当」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

１６・１７ 略 
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（議案説明資料） 

 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１２７号 所 管 学務課 

件 名 尼崎市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  尼崎市立幼稚園教育振興プログラムに基づく市立幼稚園の再編にあたり、暫定的に

残すとしていた園和幼稚園の平成２７年度、平成２８年度における４歳児応募者数

が、暫定的に存続するための条件である４歳児応募者数に満たなかったことから、平

成３１年３月末日をもって当該幼稚園を廃止するため、所要の改正を行う。 

 

２ 改正内容 

別表から園和幼稚園を削る。 

 

３ 施行期日 

平成３１年４月１日 
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尼崎市立幼稚園の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

別表 

名   称 位    置 

尼崎市立竹谷幼稚

園 

尼崎市北竹谷町２丁目

３６番地 

尼崎市立長洲幼稚

園 

尼崎市長洲東通３丁目

７番４８号 

尼崎市立大島幼稚

園 

尼崎市稲葉荘１丁目９

番２５号 

尼崎市立立花幼稚

園 

尼崎市栗山町２丁目２

６番２号 

尼崎市立塚口幼稚

園 

尼崎市塚口町２丁目１

３番地の９ 

尼崎市立武庫幼稚

園 

尼崎市武庫元町２丁目

２５番９号 

尼崎市立園田幼稚

園 

尼崎市口田中１丁目２

番１７号 

削る 

 

削る 

尼崎市立園和北幼

稚園 

尼崎市東園田町３丁目

７６番地の１ 

尼崎市立小園幼稚

園 

尼崎市小中島３丁目１

７番３号 
 

別表 

名   称 位    置 

尼崎市立竹谷幼稚

園 

尼崎市北竹谷町２丁目

３６番地 

尼崎市立長洲幼稚

園 

尼崎市長洲東通３丁目

７番４８号 

尼崎市立大島幼稚

園 

尼崎市稲葉荘１丁目９

番２５号 

尼崎市立立花幼稚

園 

尼崎市栗山町２丁目２

６番２号 

尼崎市立塚口幼稚

園 

尼崎市塚口町２丁目１

３番地の９ 

尼崎市立武庫幼稚

園 

尼崎市武庫元町２丁目

２５番９号 

尼崎市立園田幼稚

園 

尼崎市口田中１丁目２

番１７号 

尼崎市立園和幼稚

園 

尼崎市東園田町６丁目

９０番地の１ 

尼崎市立園和北幼

稚園 

尼崎市東園田町３丁目

７６番地の１ 

尼崎市立小園幼稚

園 

尼崎市小中島３丁目１

７番３号 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１２８号 所 管 公害健康補償課 

件 名 尼崎市立健康の家の設置及び管理に関する条例を廃止する条例について 

内       容 

１ 廃止理由 

昭和４９年に開設した健康の家は、長年、公害病認定患者の保養施設としてその役

割を果たしてきたが、昭和６３年の公害健康被害補償法（昭和４８年法律第１１１号）

の改正により、新規患者の認定が行われなくなったことから、認定患者は減少し続け、

近年、利用者の減少及び固定化が顕著である。 

新たな利用者増が見込めない中で、毎年、相当額の施設維持管理経費が必要となっ

ていることから、平成２８年度末をもって健康の家を廃止することとし、本条例を廃

止する。 

 

２ 現行規定内容 

  公害病認定患者の健康の回復の促進と福祉の増進を図るための施設として、健康の

家を設置する。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日 
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尼崎市立健康の家の設置及び管理に関する条例 

現 行 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、尼崎市立健康の家（以下「健康の家」という。）の設置及び管理について

必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 尼崎市公害病認定患者の救済に関する条例（昭和４８年尼崎市条例第２０号）第２条に

規定する公害病認定患者の健康の回復の促進と福祉の増進を図るための施設として、健康の家

を設置する。 

（位置） 

第３条 健康の家の位置は、兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳１７番地とする。 

（使用の許可） 

第４条 健康の家を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

（原状回復義務等） 

第５条 使用者は、建物又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復

し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると

認めるときは、この限りでない。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、健康の家の管理について必要な事項は、規則で定める。 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１２９号 所 管 市民活動推進担当 

件 名 
尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

内       容 

１ 改正理由 

  公共施設の最適化に向けた取組により、建設を進めている武庫地区会館と武庫支所

の複合施設を供用開始するにあたり、武庫地区会館の位置及び使用料を変更する等所

要の改正を行う。 

 

２ 改正内容 

  位置の変更 

   「尼崎市常吉１丁目２番８号」を「尼崎市武庫の里１丁目１３番２９号」に改め

る。 

  使用料の改定 

   建設後の貸室面積が変わること等から使用料を改定する。 

  その他 

   禁止行為等を定める規定を追加する等規定の整備を行う。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日。 

  ただし、上記２ の規定については、平成２９年１月５日。 
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尼崎市立地区会館の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

（名称及び位置） 

第３条 会館の名称及び位置は、次表のとおり

とする。 

名称 位置 

尼崎市立武庫地区会

館 

尼崎市武庫の里１丁

目１３番２９号 

（利用時間等） 

第４条 会館の利用時間及び休館日は、規則で

定める。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、利用時間若しくは休館日を変

更し、又は臨時に会館の全部若しくは一部の

供用を停止することができる。 

（利用の許可等） 

第５条 会館を利用しようとする者は、市長の

許可を受けなければならない。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、前項の許可（以下「利用許可」

という。）をしないことができる。 

  営利を目的として利用するおそれがある

とき。 

  公の秩序、善良の風俗その他公益を害す

るおそれがあるとき。 

  会館の施設又は設備その他の物件（以下

「付属設備」という。）を汚損し、毀損し、又

は滅失させるおそれがあるとき。 

  その他会館の管理上支障があるとき。 

（使用料） 

第６条 利用許可を受けた者は、別表に定める

使用料を前納しなければならない。 

 

２～３ 略 

（禁止行為） 

第７条 会館においては、次の各号に掲げる行

為をしてはならない。 

  利用許可を受けた利用人数を超えて利用

すること。 

（名称及び位置） 

第３条 会館の名称及び位置は、次表のとおり

とする。 

名称 位置 

尼崎市立武庫地区会

館 

尼崎市常吉１丁目２

番８号 

 

 

 

 

 

 

（利用の許可） 

第４条 会館を利用しようとする者は、市長の

許可を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（使用料） 

第５条 前条の許可（以下「利用許可」という。）

 を受けた者は、別表に定める使用料を前納し

なければならない。 

２～３ 略 
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  会館の施設若しくは付属設備を汚損し、

毀損し、若しくは滅失させ、又はこれらの

おそれがある行為 

  その他規則で定める行為 

（利用許可の取消し等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、利用許可を取り消し、又は利用許

可の条件を変更することができる。 

  利用者が偽りその他不正の手段により利

用許可を受けたとき。 

  利用者が利用許可の条件に違反したと

き。 

  この条例若しくはこの条例に基づく規則

の規定又はこれらの規定に基づく処分に

違反する行為があったとき。 

  その他市長が会館の管理上支障があると

認めるとき。 

２ 本市は、前項の規定による利用許可の取消

し又は利用許可の条件の変更を受けた者が、

これらによって損害を受けても、その損害に

ついて賠償等の責任を負わない。 

（原状回復義務等） 

第９条 自己の責めに帰すべき事由により会館

の施設又は付属設備を汚損し、毀損し、又は

滅失させた者は、直ちに、これを原状に回復

し、又はその損害を賠償しなければならない。 

 

（会館の管理） 

第１０条 略 

（指定管理者の指定の申請） 

第１１条 略 

（指定管理者の選定） 

第１２条 略 

（指定管理者の指定等の公告） 

第１３条 略 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１４条 略 

（指定管理者が行う管理の基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原状回復義務等） 

第６条 自己の責めに帰すべき事由により会館

の施設又は設備その他の物件（以下「付属設

備」という。）を汚損し、毀損し、又は滅失さ

せた者は、直ちに、これを原状に回復し、又

はその損害を賠償しなければならない。 

（会館の管理） 

第７条 略 

（指定管理者の指定の申請） 

第８条 略 

（指定管理者の選定） 

第９条 略 

（指定管理者の指定等の公告） 

第１０条 略 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１１条 略 

 （指定管理者が行う管理の基準） 

25



 

第１５条 略 

（委任） 

第１６条 略 

   付 則 

（指定管理者の選定の特例等） 

２ 第１１条及び第１２条の規定にかかわら

ず、市長は、尼崎市立地区会館の設置及び管

理に関する条例及び尼崎市指定管理者選定委

員会条例の一部を改正する条例（平成２８年

尼崎市条例第５３号。以下「平成２８年改正

条例」という。）の施行の日から平成３１年３

月３１日までの間に限り、尼崎市立武庫地区

会館、尼崎市立小田地区会館、尼崎市立園田

地区会館、尼崎市立大庄地区会館又は尼崎市

立立花地区会館（以下「武庫地区会館等」と

いう。）の管理について、平成２８年改正条例

の公布の際現に指定管理者として武庫地区会

館等の管理を行っている者を、指定管理者の

指定を受けるべきものとして選定することが

できる。 

４ 付則第２項の規定により選定する場合にお

ける第１３条の規定の適用については、同条

中「前条」とあるのは、「付則第２項」とする。 

別表 

区分 

使用料 

午前９

時から

午後０

時まで 

 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

尼崎市

立武庫

地区会

館 

 

 

ホール 12,900

円 

17,100

円 

25,800

円 

大会議

室 

3,100 

円 

4,200 

円 

6,200 

円 

小会議

室 

1,500 

円 

2,100 

円 

3,100 

円 

大

広

大

広

2,000

円 

2,700

円 

4,100 

円 

第１２条 略 

（委任） 

第１３条 略 

   付 則 

（指定管理者の選定の特例等） 

２ 第８条及び第９条の規定にかかわらず、市

長は、尼崎市立地区会館の設置及び管理に関

する条例及び尼崎市指定管理者選定委員会条

例の一部を改正する条例（平成２８年尼崎市

条例第５３号。以下「平成２８年改正条例」

という。）の施行の日から平成３１年３月３１

日までの間に限り、尼崎市立武庫地区会館、

尼崎市立小田地区会館、尼崎市立園田地区会

館、尼崎市立大庄地区会館又は尼崎市立立花

地区会館（以下「武庫地区会館等」という。）

の管理について、平成２８年改正条例の公布

の際現に指定管理者として武庫地区会館等の

管理を行っている者を、指定管理者の指定を

受けるべきものとして選定することができ

る。 

４ 付則第２項の規定により選定する場合にお

ける第１０条の規定の適用については、同条

中「前条」とあるのは、「付則第２項」とする。 

別表 

区分 

使用料 

午前９

時から

午後０

時まで 

 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後 ６

時か ら

午後 ９

時まで 

尼崎市

立武庫

地区会

館 

ホール 

 

 

 

9,800

円 

13,000

円 

19,600

円 

尼崎市

立小田

地区会

館 

ホール 

 

 

 

8,300

円 

10,900

円 

16,600

円 
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間 

 

間

１

及

び

大

広

間

２

の

使

用 

   

大

広

間

１

の

使

用 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

大

広

間

２

の

使

用 

800 

円 

1,100 

円 

1,700 

円 

和室 800 

円 

1,100

円 

1,700 

円 

教室１ 1,000 

円 

1,400 

円 

2,000 

円 

教室２ 800 

円 

1,200 

円 

1,700 

円 

料理教

室 

1,800 

円 

2,500 

円 

3,700 

円 

音楽室 3,100 

円 

4,200 

円 

6,300 

円 

尼崎市

立小田

地区会

ホール 8,300 

円 

 

10,900 

円 

 

16,600 

円 

 

尼崎市

立園田

地区会

館 

尼崎市

立大庄

地区会

館 

尼崎市

立立花

地区会

館 

尼崎市

立中央

地区会

館 

 

ホール 9,000

円 

11,900

円 

18,000 

円 

尼崎市

立武庫

地区会

館 

尼崎市

立小田

地区会

館 

尼崎市

立園田

地区会 

館 

尼崎市

立大庄

地区会

館 

大

会

議

室 

全

面

使

用 

2,500

円 

3,400

円 

5,000 

円 

 ２

分

の

１

面

使

用 

 

 

 

 

 

1,300

円 

1,700

円 

2,500 

円 

尼崎市

立立花

地区会 

館 

尼崎市

大

会

議

室 

 

全

面

使

用 

 

2,500

円 

3,400

円 

5,000 

円 
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館 

 

大

会

議

室 

全

面

使

用 

2,500 

円 

3,400 

円 

5,000 

円 

２

分

の

１ 

面

使

用 

1,300 

円 

1,700 

円 

2,500 

円 

小会議

室 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

大広間 4,100 

円 

5,400 

円 

8,200 

円 

和室 1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

教室 800 

円 

1,100 

円 

1,600 

円 

料理教

室 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

尼崎市

立園田

地区会

館 

 

ホール 9,000 

円 

11,900 

円 

18,000 

円 

大

会

議

室 

 

全

面

使

用 

2,500 

円 

3,400 

円 

5,000 

円 

２

分

の

１ 

面

使

用 

1,300 

円 

1,700 

円 

2,500 

円 

小会議

室 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

立中央

地区会

館 

 ３

分

の

１

面

使

用 

900 

円 

1,200

円 

1,700 

円 

各地区

会館 

小会議

室 

1,200

円 

1,600

円 

2,400 

円 

尼崎市

立小田

地区会

館 

大広間 4,100 

円 

5,400 

円 

8,200 

円 

尼崎市

立園田

地区会

館 

尼崎市

立立花

地区会 

館 

尼崎市

立中央

地区会

館 

大

広

間 

 

全

面

使

用 

4,100 

円 

5,400

円 

 

 

8,200 

円 

 

 

２

分

の

１

面

使

用 

 

2,100 

円 

2,700

円 

4,100 

円 

尼崎市

立大庄

地区会

館 

 

 

 

 

 

 

 

大

広

間 

全

面

使

用 

4,100 

円 

5,400

円 

8,200 

円 

３

分

の

１

面

使

用 

1,400 

円 

1,800

円 

2,800 

円 
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大

広

間 

全

面

使

用 

4,100 

円 

5,400 

円 

8,200 

円 

２

分

の

１

面

使

用 

2,100 

円 

2,700 

円 

4,100 

円 

茶室 1,000 

円 

1,200 

円 

1,900 

円 

教室 800 

円 

1,100 

円 

1,600 

円 

尼崎市

立大庄

地区会

館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホール 9,000 

円 

11,900 

円 

18,000 

円 

大

会

議

室 

全

面

使

用 

2,500 

円 

3,400 

円 

5,000 

円 

２

分

の

１

面

使

用 

1,300 

円 

1,700 

円 

2,500 

円 

小会議

室 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

大

広

間 

全

面

使

用 

4,100 

円 

5,400 

円 

8,200 

円 

３

分

の

１

1,400 

円 

1,800 

円 

2,800 

円 

尼崎市

立武庫

地区会 

館 

尼崎市

立小田

地区会

館 

和室 

 

 

 

 

 

 

 

1,200 

円 

 

 

 

 

 

 

1,600

円 

 

 

 

 

 

 

2,400 

円 

 

 

 

 

 

 

尼崎市

立園田

地区会 

館 

尼崎市

立大庄

地区会

館 

尼崎市

立立花

地区会 

館 

尼崎市

立中央

地区会

館 

茶室 1,000

円 

 

1,200 

円 

1,900 

円 

 

各地区

会館 

教室 800 

円 

1,100 

円 

1,600 

円 

尼崎市

立武庫

地区会 

館 

尼崎市

立小田

地区会

館 

尼崎市

立立花

地区会 

館 

料理教

室 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 
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面

使

用 

茶室 1,000 

円 

1,200 

円 

1,900 

円 

教室 800 

円 

1,100 

円 

1,600 

円 

尼崎市

立立花

地区会

館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホール 9,000 

円 

11,900 

円 

18,000 

円 

大 

会 

議 

室 

 

全

面

使

用 

2,500 

円 

3,400 

円 

5,000 

円 

３

分

の

１

面

使

用 

900 

円 

1,200 

円 

1,700 

円 

小会議

室 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

大

広

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

全

面

使

用 

4,100 

円 

5,400 

円 

8,200 

円 

２

分

の

１

面

使

用 

2,100 

円 

2,700 

円 

4,100 

円 

茶室 1,000 

円 

1,200 

円 

1,900 

円 

教室 

 

800 

円 

1,100 

円 

1,600 

円 

尼崎市

立中央

地区会

館 

摘要 本市内に住所を有しない者（本市内に

存する学校等に通学し、又は本市内に勤

務場所を有する者を除く。）（法人その他

の団体にあっては、本市内に事務所又は

事業所を有しないもの）が利用する場合

の使用料の額は、利用許可を受けた利用

時間及びこれに係るこの表の右欄に掲

げる額で算定された額に１００分の１

５０を乗じて得た額とする。 
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 料理教

室 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

尼崎市

立中央

地区会

館 

ホール 9,000 

円 

11,900 

円 

18,000 

円 

大

会

議

室 

全

面

使

用 

2,500 

円 

3,400 

円 

5,000 

円 

３

分

の

１

面

使

用 

900 

円 

1,200 

円 

1,700 

円 

小会議

室 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

大

広

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

全

面

使

用 

4,100 

円 

5,400 

円 

8,200 

円 

２

分

の

１

面

使

用 

2,100 

円 

2,700 

円 

4,100 

円 

茶室 1,000 

円 

1,200 

円 

1,900 

円 

教室 800 

円 

1,100 

円 

1,600 

円 

料理教

室 

1,200 

円 

1,600 

円 

2,400 

円 

摘要 本市内に住所を有しない者（本市内に

存する学校等に通学し、又は本市内に勤

務場所を有する者を除く。）（法人その他

の団体にあっては、本市内に事務所又は
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事業所を有しないもの）が利用する場合

の使用料の額は、利用許可を受けた利用

時間及びこれに係るこの表の右欄に掲げ

る額で算定された額に１００分の１５０

を乗じて得た額とする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行

する。ただし、別表の改正規定及び次項の規

定は、同年１月５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の尼崎市立地区会館

の設置及び管理に関する条例別表尼崎市立武

庫地区会館の項の規定は、この条例の施行の

日以後の尼崎市立武庫地区会館（以下「武庫

地区会館」という。）の利用に係る使用料につ

いて適用し、同日前の武庫地区会館の利用に

係る使用料については、なお従前の例による。 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１３０号 所 管 市民活動推進担当 

件 名 尼崎市役所支所設置条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  公共施設の最適化に向けた取組により、建設を進めている武庫支所と武庫地区会館

の複合施設を供用開始するにあたり、武庫支所の名称及び位置を変更するため、所要

の改正を行う。 

 

２ 改正内容 

  名称及び位置の変更（第１条関係） 

ア 「武庫支所」を「武庫支所本館」及び「武庫支所分館」に改める。 

（仮称）保健福祉センター供用開始日（＝規則で定める日）までの間は、現武庫

支所において引き続き保健及び福祉に関するサービスの提供を行うため、複合施

設に設置するものを武庫支所本館、現武庫支所を武庫支所分館と位置づける。 

イ 武庫支所本館の位置を「尼崎市武庫の里１丁目１３番２９号」に改める。 

 

  名称の変更及び施設の廃止（第２条関係） 

（仮称）保健福祉センター供用開始日（＝規則で定める日）以降は、「武庫支所

本館」を「武庫支所」に改めるとともに、武庫支所分館を廃止する。 

 

３ 施行期日 

  平成２９年４月１日。 

  ただし、上記２ の規定については、規則で定める日。 
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尼崎市役所支所設置条例（第１条関係） 

改正後 現 行 

 

地区 施設 

名称 区域 名称 位置 

武庫地区 省略 武庫支所

本館 

尼崎市武

庫の里１

丁目１３

番２９号 

武庫支所

分館 

尼崎市武

庫元町１

丁目３３

番９号 

 

 

 

 

 

 

   

 

地区 施設 

名称 区域 名称 位置 

武庫地区 省略 武庫支所 尼崎市武

庫元町１

丁目３３

番９号 
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尼崎市役所支所設置条例（第２条関係） 

改正後 現 行（第１条改正後） 

 

地区 施設 

名称 区域 名称 位置 

武庫地区 省略 武庫支所 尼崎市武

庫の里１

丁目１３

番２９号 
 

 

地区 施設 

名称 区域 名称 位置 

武庫地区 省略 武庫支所

本館 

尼崎市武

庫の里１

丁目１３

番２９号 

武庫支所

分館 

尼崎市武

庫元町１

丁目３３

番９号 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１３１号 所 管 庁舎管理課 

件 名 工事請負契約について（本庁舎（南館・議会棟）耐震補強等工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

尼崎市大庄西町１丁目６番２３号 

大松建設株式会社 代表取締役 松本 康利 

 

２ 契約金額 

  ３０４，９９２，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２８年１１月９日 

 

５ 工事内容 

南館耐震補強工事 

鉄骨鉄筋コンクリート造 地上２階地下２階 

   延べ面積  ７，４７０平方メートル 

   主な工法  鉄骨ブレース 

議会棟耐震補強工事 

鉄筋コンクリート造 地上３階地下１階 

   延べ面積  ２，９３８平方メートル 

   主な工法  プレキャストブロック壁 

中館―議会棟渡り廊下耐震補強工事 

鉄骨造 地上２階地下１階 

   延べ面積  ２９３平方メートル 

   主な工法  鉄骨補強 

北館３階改修工事 

仮設駐輪場工事  

 

６ 工期 

  契約締結の日から平成３０年３月２０日まで 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

（株）ユハラ

開札年月日

落　札　者　名

件　　　　　名

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

258,000,000

大松建設（株）

予　定　価　格 299,420,000円

平成２８年１１月　９日

本庁舎（南館・議会棟）耐震補強等工事

大松建設（株） 落　札　金　額

268,620,000円最 低 制 限 価 格

282,400,000円

286,200,000

決定

※最低制限価格抵触

※最低制限価格抵触262,500,000

辞退

（株）オカモト・コンストラクショ
ン・システム

（株）三田工務店

282,400,000

開　札　結　果　表

（株）柄谷工務店
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１３２号 所 管 スポーツ振興課 

件 名 指定管理者の指定について（社会体育施設） 

内       容 

１ 施設名・所在地 

  尼崎市立屋内プール  尼崎市西御園町９３番地の２ 

  尼崎市立中央体育館  尼崎市西御園町９３番地の２ 

  尼崎市立小田体育館  尼崎市潮江１丁目１５番３号 

  尼崎市立大庄体育館  尼崎市菜切山町２０番地 

  尼崎市立立花体育館  尼崎市三反田町１丁目１番１号 

  尼崎市立武庫体育館  尼崎市武庫之荘８丁目１７番５号 

  尼崎市立園田体育館  尼崎市食満２丁目１番１号 

 

２ 指定管理者 

尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

公益財団法人尼崎市スポ－ツ振興事業団 

理事長 山田 武男 

 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 指定理由 

社会体育施設については、当該団体の設立趣旨が施設の設置目的と合致しており、

施設の目的に沿った自主事業等が実施できるため、公益財団法人尼崎市スポーツ振興

事業団を非公募で指定管理者として指定するものである。 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１３３号 所 管 公害健康補償課 

件 名 建物の譲与について 

内       容 

１ 譲与の目的 

医療法人晴風園が運営する今井病院の院内保育施設として使用するため。 

 

２ 譲与する建物       

尼崎市立健康の家 

所 在 家屋番号 種 類 構 造 床面積（㎡） 

兵庫県川辺郡猪

名川町北田原字

屏風岳１７番地 

１７番 保養所 

鉄筋コンクリ

ート造鉄筋コ

ンクリート

葺・地下１階

付２階建 

１階  ３１５．３５ 

２階  ３２０．６５ 

地下１階 ７６．６０ 

（裏面位置図、各階平面図参照） 

 

３ 譲与の相手方 

  兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳３番地 

医療法人晴風園 

    理事長 植松 正保 

 

（参考）今後の予定 

  平成２９年 ３月末 尼崎市立健康の家廃止 

平成２９年１０月  建物の譲与契約を締結 
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 健康の家                     兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳１７ 

 

 
  （地下１階）                       プロパン庫 
 
 
 
                                            
 
                                  機械室       
 
 
 
 
  
（１階） 

                   事務室   宿直室        トイレ トイレ 
 
                                              
    
                                    
                                 脱衣所  脱衣所 
                   食  堂        配膳室 
                                  浴室   浴室 
 
  
（２階） 

 
     リネン室 ＥＶ  湯沸室 医務室  談話コーナー      
 
 
    
 
     ２帖 
 

 

     ８帖   ６帖  ６帖   ８帖   ８帖   ６帖  ６帖   ８帖 

ＥＶ 

ロビー 

トイレ 

<健康の家> 

譲与する建物   1階315.35㎡ 

        2階320.65㎡ 

地下1階 76.60㎡ 

階
段 

階
段 

階
段 

玄
関 

階段 

階段 

階
段 

至 高原ロッジ・ 

メープル猪名川 

至 青少年 

 いこいの家 

多田神社 

東光寺 

猪名川町役場 

屏風岩 

阪急川西能勢口駅 阪急宝塚線 
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（議案説明資料） 

 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１３４号 所 管 こども家庭支援課 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立すこやかプラザ） 

内       容 

１ 施設名・所在地 

 尼崎市立すこやかプラザ（以下「すこやかプラザ」という。） 

尼崎市七松町１丁目３番１－５０２号 

 

２ 指定管理者 

尼崎市南武庫之荘１丁目１８番１１－１０２号 

特定非営利活動法人子どものみらい尼崎 

 理事長 濱田 格子 

 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 選定方法 

  平成２８年８月１５日から９月１６日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選

定委員会において、事業計画書などの書類審査とプレゼンテーションによる審査を実

施し、選定した。 

 

５ 応募団体  １団体 

 

６ 選定理由 

特定非営利活動法人子どものみらい尼崎は、選定委員会において設けた４区分の選

定基準①「市民の平等な利用が確保されるものであるか」、②「すこやかプラザの効

用を最大限に発揮させるものであるか」、③「すこやかプラザの管理に係る経費の縮

減が図られるものであるか」、④「すこやかプラザの管理を安定して行う能力を有し

ているものであるか」において、総合的に優れた評価を得たことにより、すこやかプ

ラザの指定管理者として適当であると判断した。 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

 

種 別 その他 番 号 議案第１３５号 所 管 青少年課 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立美方高原自然の家） 

内       容 

１ 施設名・所在地 

  尼崎市立美方高原自然の家（以下「自然の家」という。） 

   兵庫県美方郡香美町小代区新屋１４３２番地の３５ 

 

２ 指定管理者 

  東京都新宿区白銀町２番１２号 

   公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会 

 理事長 稲澤 宏一 

 

３ 指定期間 

  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 選定方法 

平成２８年８月１日から９月７日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選定委

員会において、事業計画書などの書類審査とプレゼンテーションによる審査を実施

し、選定した。 

 

５ 応募団体  １団体 

 

６ 選定理由 

公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会は、選定委員会において設けた４区

分の選定基準①「市民の平等な利用が確保されるものであるか」、②「自然の家の効

用を最大限に発揮させるものであるか」、③「自然の家の管理に係る経費の縮減が図

られるものであるか」、④「自然の家の管理を安定して行う能力を有しているもので

あるか」において、総合的にすぐれた評価を得たことにより、自然の家の指定管理者

として適当であると判断した。 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１３６号 所 管 市民活動推進担当 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立地区会館の一部） 

内       容 

１ 施設名・所在地・指定管理者 

施設名 所在地 指定管理者 

尼崎市立 

中央地区会館 

尼崎市西御園町９

３番地の２ 

尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

理事長 山田 武男 

尼崎市立 

小田地区会館 

尼崎市長洲本通１

丁目１５番３８号 

尼崎市長洲西通２丁目８番３０号 

尼崎都市美化推進企業組合 

代表理事 三嶋 俊一 

尼崎市立 

立花地区会館 

尼崎市大西町１丁

目１４番５号 

尼崎市南塚口町４丁目１番４４号 

尼崎中高年事業株式会社 

代表取締役 村山 保夫 

尼崎市立 

武庫地区会館 

尼崎市武庫の里１

丁目１３番２９号 

東京都港区芝公園２丁目４番１号 

三菱電機ライフサービス株式会社 

代表取締役 倉田 伸彦 

尼崎市立 

園田地区会館 

尼崎市東園田町４

丁目１２番地の４ 

尼崎市南塚口町４丁目１番４４号 

尼崎中高年事業株式会社 

代表取締役 村山 保夫 

 

２ 指定期間 

  平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで（２年間） 

 

３ 指定理由 

  地区会館の管理形態を含めた、新たな地域振興支援機能のあり方について、方向性

を示すまでの２年間、これまで当該業務において、蓄積してきた幅広い知識、経験や

ノウハウを活用し、市民サービスの向上、適切な施設管理など安定的な運営ができる、

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団、尼崎都市美化推進企業組合、尼崎中高年事

業株式会社、三菱電機ライフサービス株式会社を非公募により指定管理者として指定

するものである。 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１３７号 所 管 市民活動推進担当 

件 名 指定管理者の指定について（尼崎市立大庄地区会館） 

内       容 

１ 施設名・所在地 

  尼崎市立大庄地区会館 

   尼崎市菜切山町１６番地の１ 

 

２ 指定管理者 

  尼崎市大庄西町３丁目１７番１１号 

   大庄地区婦人連絡協議会 

    会長 荒木 伸子 

 

３ 指定期間 

  平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで（２年間） 

 

４ 指定理由 

  地区会館の管理形態を含めた、新たな地域振興支援機能のあり方について、方向性

を示すまでの２年間、これまで当該業務において、蓄積してきた幅広い知識、経験や

ノウハウを活用し、市民サービスの向上、適切な施設管理など安定的な運営ができる

大庄地区婦人連絡協議会を非公募により指定管理者として指定するものである。 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１３９号 所 管 道路課 

件 名 市道路線の認定、変更及び廃止について 

内       容 

１ 理由 

開発事業に伴う道路用地の帰属、寄付、及び整備事業の完了に伴い、道路法第８条

第２項（同法第１０条第３項の規定において準用する場合を含む。）の規定により、

市道路線を認定、変更及び廃止するため、議決を求めるもの。 

 

２ 対象路線 

  認定しようとする路線 

路   線   名   起 点 ～ 終 点 

市道第８５８号線 常光寺２丁目９－２６ ～ 常光寺２丁目９－２６ 

市道第８５９号線 常光寺２丁目９－２６ ～ 常光寺２丁目９－２５ 

 

  変更しようとする路線 

路   線   名 
変更前 起 点 ～ 終 点 

変更後 起 点 ～ 終 点 

森 １ ５ 号 南 線 

南塚口町３丁目２１ ～ 南塚口町３丁目３１－３ 

南塚口町３丁目２１  

～ 南塚口町３丁目６８６－７ 

省線以南第６０号線 

長洲西通１丁目７１ ～ 常光寺１丁目７７－８ 

長洲西通１丁目１１８－３  

～ 常光寺１丁目７７－８ 

久 々 知 長 洲 線 
久々知２丁目２７３ ～ 長洲西通１丁目６１ 

久々知２丁目２７３ ～ 長洲本通２丁目５５ 

 

  廃止しようとする路線 

路   線   名 廃  止  区  間 

省線以南第２９号線 長洲西通１丁目６１ ～ 長洲本通３丁目１３－２ 
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（議案説明資料） 

 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１４０号 所 管 公園維持課 

件 名 指定管理者の指定について（記念公園） 

内       容 

１ 施設名・所在地 

記念公園 

尼崎市西長洲町１丁目 

 

２ 指定管理者 

尼崎市西長洲町１丁目４番１号 

公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団 

理事長 山田 武男 

 

３ 指定期間 

  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 指定理由 

  記念公園については、当該団体の設立趣旨が施設の設置目的と合致しており、施設

の目的に沿った自主事業等が実施できるため、公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業

団を非公募で指定管理者として指定するものである。 
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（議案説明資料） 

＜平成２８年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１４１号 所 管 公園維持課 

件 名 
指定管理者の指定について（橘公園、小田南公園、西向島公園及び猪名川公園

並びに尼崎市立魚つり公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。）） 

内       容 

１ 施設名・所在地 

   橘 公 園 尼崎市東七松町１丁目 

   小田南公園 尼崎市杭瀬南新町３丁目 

   西向島公園 尼崎市西向島町 

   猪名川公園 尼崎市椎堂１丁目及び豊中市利倉西１丁目 

   魚つり公園（軟式野球場及び多目的運動広場に限る。） 尼崎市平左衛門町 

 

２ 指定管理者 

大阪市西区江戸堀１丁目８番１４号 

パークマネジメント尼崎 

代表者 株式会社日比谷アメニス大阪支店  

支店長 藤原 圭介 

 

３ 指定期間 

  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 選定方法 

  平成２８年８月１日から８月３１日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選定

委員会において、事業計画書などの書類審査とプレゼンテーションによる審査を実施

し、選定した。 

 

５ 応募団体   ２団体 

 

６ 選定理由 

  パークマネジメント尼崎は、選定委員会において設けた５区分の選定基準①「市民

の平等な利用が確保されるものであるか」、②「公園等の効用を最大限に発揮させる

ものであるか」、③「公園等の管理に係る経費の縮減が図られるものであるか」、④「公

園等の管理を安定して行う能力を有しているものであるか」、⑤「その他公園等の設

置目的を達成するために十分な能力を有しているものであるか」において、総合的に

最もすぐれた評価を得たことにより、橘公園等の指定管理者として最適であると判断

した。 
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応募者一覧 

 団体等の名称 代表者名 所在地 

１ 

尼崎中高年事業・尼崎市スポーツ振興事業団共同体 

代表団体 尼崎中高年事業株式会社 
代表取締役 

 村山 保夫 

尼崎市南塚口町４丁目１番

４４号 

構成団体 
公益財団法人尼崎市スポ

ーツ振興事業団 

理事長 

 山田 武男 

尼崎市西長洲町１丁目４番

１号 

２ 

パークマネジメント尼崎 

代表団体 
株式会社 

日比谷アメニス大阪支店 

支店長 

 藤原 圭介 

大阪市西区江戸堀１丁目８

番１４号 

構成団体 
株式会社 

ハウスビルシステム 

代表取締役 

 坂下 芳史 

大阪市北区梅田１丁目２番

２－１２００号 
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